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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、んれ  争 年度の産業廃棄物
処理計画の実施状況を報告します。
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産業廃棄物処理計画実施状況報告書
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項目
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排   出   量

産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間 虚れ

全 処 理 委 託 量
と夕″

へ う

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら埋立処分又 は

海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら熱回収を行 う

産 業 廃 棄 物 の量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

※事務処理欄

(日本工業規格 A列 4番 )
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 均 へ先体 )

実績値

⑫再生利用業者への処理

量

量理

〇熱回収認定業育
への処

理委託量

④熟回収認定業者以外の

行 う業者への処

⑦自ら中間処理により減

量 した量

海 洋 を行つた量処

③キ⑨自ら埋立処分又は

③全処理委託量

定処理業者への①優良

①排出量

② +③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

項 目

⑭

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

④

①のうち再生利用

業者への処理委託量

ク
⑫

①の うち優 良認定
f処理業者への

処理委託量

γ

⑩

③

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

自ら中間処理 した後

自ら理立処分又は

海洋投入処分 した量

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

③

自ら中間処理によ

した量

⑦

さ量の

自ら中間処理 した

⑥

⑤

自ら中間処理

④

を

④のうち熱回収

自ら直接埋立処分又は

③

自ら直接
した

②

γ
①

排   出  量

有 償 物 量

不要物等発生量
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類t第掏
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⑭

⑩の うち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

③の うち再生利用

、業者への処理委託量

/と 夕ど
②

⑩の うち優良認定

処理業者への

処理委託量

/ど″ど

⑩

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

③

量 しり

自ら中間処理によ

、゙つフフ

自ら中間処理 した

の

⑥prつつてガこノ

④のうち熟回収
つ た

③

自ら中間処理

た

自ら直接

②

自ら直接理立処分又は
排   出  量

字 とクと
①

有 償 物 量

不要物等発生量
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①熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処

理委託量

良認定 の

②再生利用業者への処理
量

収認 定

委託

処

⑤自ら熱回収を行つた量

減⑦自ら中間処理により

量 した量

を行つた量海洋投入処
③ +⑨ 自ら理立処分又は

⑩全処理委託量

項 目

①排出量

を用再ら② +① 自
った量
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